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物 品 購 入 契 約 書
(春日市こども・子育て支援拠点遊具設置等業務)

１ 物品の名称 仕様書のとおり

２ 契約金額 ￥

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥

３ 契約数量 仕様書のとおり

４ 規格 仕様書のとおり

５ 納入場所 仕様書のとおり

６ 納入期限 令和９年３月３１日

※ 遊具等は、令和９年３月１９日までに納入すること。

上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい

て別添の条項によって物品購入契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものと

する。

この契約の証として、本書２通又はこの契約の内容を記録した電磁的記録を作成する。

本書２通を作成した場合にあっては発注者及び受注者が記名押印の上で各自１通を保有し、

この契約の内容を記録した電磁的記録を作成した場合にあっては発注者及び受注者が合意

の上で電子署名を付与し各自その電磁的記録を保管する。

令和 年 月 日

発注者 春日市

代表者 春日市長 井 上 澄 和

受注者 住所又は所在

商号又は名称

代表者資格氏名

別添３
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(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、

日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。

(検査)

第2条 受注者が物品を納入するときは、あらかじめその旨を発注者に通知しなければならな

い。

2 発注者は、受注者が物品を納入するときは、受注者の立ち会いのもとに検査を行う。

(代金の支払)

第3条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者の指定する請求書により売買

代金の支払を発注者に請求する。

2 発注者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に受注者に支払わなければな

らない。

(部分払い)

第4条 発注者が必要と認める場合は、受注者は、物品の完納前に物品の既納部分に相当する

金額以内の金額の部分払いを発注者に請求することができる。

(契約不適合責任)

第5条 納入した物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契

約不適合」という。)であるときは、発注者は受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し

又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注

者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者は、受注者に相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、

その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額

を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をするこ

となく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追

完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を

受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契約不適合責任期間)

第6条 受注者が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を発注者に引き渡し

た場合において、発注者がその不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しな

いときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、

損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にそ

の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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(納期の延期)

第7条 発注者は、受注者の申請により、天災地変その他受注者の責めに帰すべき事由によら

ないで納入期限までに納入できないと認めたときは、納入期限を延期することができる。

(発注者の催告による解除権)

第8条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその

履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして軽微であるときは、この限りでない。また、解除により受注者に損害があっても、

発注者はその賠償の責めを負わない。

(1) 納入期限までに納入を終わらないとき。

(2) 正当な理由なく、第5条第1項の履行の追完がなされないとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその

賠償の責めを負わない。

(1) 物品の納入を終わらせることができないことが明らかであるとき。

(2) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒

絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達

成することができないとき。

(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしな

いでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を

しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ

るとき。

(6) 第11条又は第12条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

2 発注者は、関係行政機関からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があ

っても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規

定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがあ

る組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。

(2) 暴力的組織の構成員又は構成員とみなされる者(以下「構成員等」という。)が、役員

等(受注者が個人である場合にはその者をいい、受注者が法人である場合にはその法人の

役員(役員として登記又は届出がなされていないが、事実上経営に参画している者を含

む。)をいう。以下同じ。)となっているとき。
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(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。

(4) 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材

料の購入契約等を締結したとき。

(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を

もって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。

(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。

(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を

図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用

し、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜したとき。

(8) 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関

係を有しているとき。

(9) 本市契約に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、又は不当介入による

被害を受けたにもかかわらず、市に報告せず、又は所轄の関係行政機関に届け出なかっ

たとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第10条 前2条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発

注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)

第11条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、そ

の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽

微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第12条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能にな

ったときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第13条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者

は、前条の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の損害賠償請求等)

第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損

害の賠償を請求することができる。

(1) 納入期限までに納入を終わらせることができないとき。

(2) 第5条第1項に規定する契約不適合があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金

額に予定数量を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額。ただし、第2条第2項の規定に

よる検査に合格した部分があるときは、当該部分に係る契約金額相当額を除く。以下この
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条において同じ。)の10分の1以上に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に

支払わなければならない。なお、この違約金の徴収は、発注者の損害賠償の請求を妨げな

い。

(1) 第8条又は第9条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となったとき。

(3) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7

5号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。

(4) 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年

法律第154号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。

(5) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法

律第225号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。

3 第1項各号又は前項第1号若しくは第2号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に

照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び前

項(第3号から第5号までを除く。)の規定は、適用しない。

4 第1項第1号に該当する場合の損害金の額は、納入期限の翌日から起算し、物品の完納まで

の期間に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の

規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「法定利率」という。)を契約金額に乗じて得た

額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(受注者の損害賠償請求等)

第15条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害

の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約

及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰すことができない事由によるものであ

るときは、この限りでない。

(1) 第11条又は第12条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前項に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。

2 第3条第2項及び第4条の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、

未受領の金額につき、遅延日数に応じ、法定利率で計算した額の遅延利息の支払を発注者

に請求することができる。

(債務負担行為に係る契約の特則)

第16条 この契約が債務負担行為に係る契約である場合は、債務負担行為に係る契約の特則

を別紙のとおり定める。

(協議)

第17条 この契約に定めていない事項について定める必要が生じたとき又はこの契約に定め

る事項について疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議の上定める。


